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日本語ｾﾝﾀｰ・日研設置科目担当者　各位

（事務連絡）
学生の学校施設外における活動の届出について

　　２０１１年度より、従来の「学生教育研究活動災害傷害保険」（略称:学研災）に代わる制度として、「早稲田大学学生補償制度（傷害補償）」（略称:学傷補）を、また従来の「学研災付帯賠償責任保険」（略称:学研賠）に代わる制度として「早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）」（略称:学賠補）を創設することになりました。新学生補償制度の概要は２、３ページ目に記載しておりますので、参考までにご確認ください。
　　また本題ですが、日本語科目を履修している学生が授業内で、学校施設外活動(セミナーハウスでの活動は除く）をする場合に先生方に提出していただいてきた、「学校施設外活動届」の手続き方法には大きな変更はありません。以下に手続き方法を記載いたしましたので、必ずご確認ください。
●学校施設外活動届

学校施設外活動は正課（授業に関わる活動）、学校行事（大学が主催するイベント等含む）、インターンシップ、ボランティア活動、および学会など、大学で認められた活動を本学施設外で行う活動を指します。その際、補償（学傷補）を学外でも適用させるには学校施設外活動を行う7日前（土・日・祝日・一斉休業を除く）に、「学校施設外活動届」を学生生活課に提出しないといけません。補償（学傷補）は、学生が教育研究活動中に不慮の事故により負傷、後遺障害、あるいは死亡といった災害を被った場合に、治療費等の経済的負担を軽減することを目的とした、補償制度です。保険ではありません。外国人研究員、他大学生は原則適用されません。
※同志社の学部交流学生は科目等履修生のために、学傷補の対象者です。
【手続き方法】

学校施設外での正課・学校行事中および課外活動中の補償については、「学校施設外活動届」（教職員用）を休業日を除く活動開始日の７日前（土・日・祝日・一斉休業を除く）（厳守） までに日本語センター事務所に提出してください。
【提出していただく必要のある書類】
○学校施設外活動届　：　書式は日本語センター担当教員のページの「【重要】(学校課外活動届)学生
の学校施設外における活動の届出」欄からダウンロードできます。
○参加者名簿　：科目クラス単位（履修者が特定できる）の場合は、提出不要です。ただし、出席簿に
記載のない学生が参加する場合は、必ず追加者の名簿を提出してください。特にボランティアが参加している場合は申請が必要です。
※上記の書式は、日本語センター担当教員のページ
（<URL> http://www.waseda.jp/cjl/teachers/）からダウンロードできます。
新学生補償制度
新学生補償制度の概要は次の通りです。参考までにご確認ください。特に提出していただく書類はありませんが、学生が教育研究活動中に不慮の事故により負傷、後遺障害、あるいは死亡といった災害を被った場合に、治療費等の経済的負担を軽減することを目的とした、補償制度（学傷補）がありますので、事故が起こった場合は、日本語センター事務所に申し出ください。

★詳細は、以下のURLから学生生活課のホームページをご確認ください。
<URL> http://www.waseda.jp/student/index.html
【早稲田大学学生補償制度（傷害補償）】（保険ではありません）
　大学の管理下にある教育研究活動中（正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、課外活動中（届出団体のみ）、通学中、施設間移動中等）において事故に遭って、ケガが発生した場合に補償する制度です。
【早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）】

　大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、他人にケガを負わせた場合や、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。
【従来の制度との相違点について】

「早稲田大学学生補償制度（傷害補償・賠償責任補償）」は共に、「学生教育研究活動災害傷害保険」および「学研災付帯賠償責任保険」の補償内容を原則維持しておりますが、次が主な相違点となっております。
１．「早稲田大学学生保障制度（傷害補償）」について

課外活動（届出団体のみ）のケガに対して1日以上から補償対象となります。

２．「早稲田大学学生保障制度（賠償責任補償）」について

自宅から教育実習先への通学等、移動中の賠償責任(対人・対物補償)については、補償対象外となります。
補償対象学生 

この補償の被補償者となる学生は、以下のとおりです。

· 全学部・全大学院の正規生（過年度生を含む）

· 全大学院の研究生 

· 別科日本語専修課程の正規生（過年度生を含む）

· 科目等履修生
※外国人研究員、他大学生は原則適用されません。

※同志社の学部交流学生は科目等履修生のために、学傷補の対象者です。
参考資料

早稲田大学学生補償制度・早稲田大学学生補償制度の対象となる活動

＜早稲田大学学生補償制度（傷害補償）対象＞
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＜早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）＞
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